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固
定
資
産
税
納
税
通

知
書
・
課
税
明
細
書

を
共
有
者
の
方
に
も

お
送
り
し
て
い
ま
す

　
共
有
名
義
で
所
有
さ
れ
て
い

る
固
定
資
産
に
つ
い
て
、
代
表

者
以
外
の
方
に
も
「
固
定
資
産

納
税
通
知
書
（
共
有
者
用
）
お

よ
び
課
税
明
細
書
」
を
お
送
り

し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
固
定
資
産
を
２
人

以
上
の
共
有
名
義
で
所
有
さ
れ

て
い
る
場
合
、
共
有
者
全
員
が

連
帯
納
税
義
務
者
と
な
る
こ
と

か
ら
、
代
表
者
以
外
の
方
に
も

固
定
資
産
の
評
価
額
や
税
額
な

ど
を
お
知
ら
せ
し
、
ご
確
認
し

て
い
た
だ
く
た
め
で
す
。

　
固
定
資
産
税
の
納
付
書
は
こ

れ
ま
で
ど
お
り
、
共
有
の
代
表

者
へ
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

 

納
税
者
み
な
さ
ん
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

＊
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
９
０

住民基本台帳の一部の写し 閲覧状況
令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの閲覧状況を公表します。

閲 覧 日 閲覧申出者 委託者 閲 覧 目 的 閲　覧　対　象

　５月１３日
自衛隊東京地方協力
本部福生募集案内所

防衛省
自衛隊

自衛官などの募集に伴う
広報

平成 19 年 4 月 2 日～平成 20 年
4 月 1 日生の男子（７件）

　３月１６日
株式会社サーベイリ
サーチセンター

東京都子供
政策連携室

「子供に関する定点調査」
に係る調査対象者抽出

平成 17 年 4 月 2 日～令和 5年
2月 28 日生の男女（7件）

　※問い合わせは、住民課　☎８３－２１８２

住
民
基
本
台
帳
閲
覧
状
況

自
衛
官
募
集
ほ
か

令和５年度　自衛官募集案内

募 集 種 目 受 付 期 間 試  験  期  日 資   格

航空学生 男女 7月 1日～ 9月 7日
1次 9月 18 日 2 次 10 月 14 日～ 19 日
3 次【海】11 月 17 日～ 12 月 13 日
3 次【空】11 月 11 日～ 12 月 14 日

高卒(見込み含む)で
【海】23 歳未満の者
【空】21 歳未満の者

一般曹候補生 男女 7月 1日～ 9月 5日
1次 9月 15 日～ 24 日
2 次 10 月 14 日～ 11 月 5 日 18 歳以上

　33 歳未満の者
自衛官候補生 男女 年間を通じて受付 受付時に通知（＊１）

防衛医科大学校医学科 男女 7月 1日～ 10 月 11 日
1 次 10 月 21 日 
2 次 12 月 13 日～ 15 日 高卒（見込み含む）

21 歳未満の者
防衛医科大学校看護学科 男女 7月 1日～ 10 月 4 日

1 次 10 月 14 日 
2 次 11 月 25 日～ 26 日

防衛大学校 男女

〔推薦〕
9月 5日～ 9月 8日

9月 16 日～ 17 日

高卒（見込み含む）
21 歳未満の者

〔総合選抜〕
9月 5日～ 9月 8日

1次 9月 16 日
2 次 10 月 21 日～ 22 日

〔一般〕
7月 1日～ 10 月 18 日

1 次 10 月 28 日 
2 次 11 月 28 日～ 12 月 2 日

陸上自衛隊高等工科学校 男子

〔推薦〕
10 月 1 日～ 12 月 1 日

6 年 1 月 6 日～ 8 日
（いずれか 1日を指定）

男子で中卒（見込み
含む）17 歳未満の者〔一般〕10 月 1 日

　　 ～ 6年 1月 5日

1次 6年 1月 13 日～ 14 日 
2 次 6 年 1 月 25 日～ 28 日
（いずれか 1日を指定）

＊１ 令和６年３月高等学校卒業予定者または中等教育学校卒業予定者のための採用試験は、令和５年

　　 ９月１６日以降に行います。

　　 募集人員については、自衛官募集ホームページ（http://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/）で

     ご確認ください。

※申し込み、問い合わせは、自衛隊東京地方協力本部 福生募集案内所 ☎０４２-５５１-４７２５

　　　　　　　　　　　　　東京都福生市本町 142 マサビル B館 2F (JR 福生駅西口徒歩 2分 )　　

　　　　　　　　　　　　　ホームページ　http://www.mod.go.jp/pco/tokyo/fussa　
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No.833 令和 5年 5月 5日広 報 お く た ま

 受給資格はあっても所得制限を超えていたため手当を受けることができなかった方で、所得状況

の変化や、新たに受給資格に該当されると思われる方は、５月中に申請してください。申請が遅れ

た場合、認定されても、申請された翌月分からの支給となり、遅れた月分の手当は受けられません

のでご注意ください。申請に必要な要件、提出書類などはお問い合わせください。

　なお、現在受給されている方には、６月に「現況届」をお送りしますのでご提出ください。

　〔児童育成手当対象者〕　

　　　  支給額・該当児童１人につき月額１３，５００円

　〔児童育成（障害）手当対象者〕　

　　　  支給額・該当児童１人につき月額１５，５００円

　※問い合わせは、子ども家庭支援センター　☎８５－２６１１

児
童
育
成
手
当

年
金
ほ
か

児童育成手当（障害手当）の申請

子ども・子育て支援推進事業
ー申請はお済ですか？ー

　子ども・子育て支援推進事業は、申請し認定さ

れないと助成を受けることができません。

  保育園保育料助成事業、学校給食費助成事業、

高校生等通学支援事業など１５事業の助成を希望

される場合は、令和５年度分の申請が必要ですの

で、提出がお済でない方は申請をお願いします。

※問い合わせは、

   子ども家庭支援センター　☎８５－２６１１

年
金
の
お
知
ら
せ

◇
国
民
年
金
保
険
料
免
除
等
の

申
請
に
つ
い
て

　
国
民
年
金
保
険
料
が
納
め
忘

れ
の
状
態
で
、
万
一
、
障
害
や

死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が

発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年
金

や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
に
は
、
保
険
料

の
納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る

「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
納

付
猶
予
制
度
（
50
歳
未
満
）」

が
あ
り
ま
す
の
で
、
役
場
住
民

課
の
窓
口
で
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　
令
和
５
年
度
分
（
令
和
５
年

７
月
か
ら
令
和
６
年
６
月
分
ま

で
）
の
免
除
な
ど
は
、
７
月
１

日
か
ら
受
付
け
し
ま
す
。

　
ま
た
、
申
請
が
で
き
る
過
去

期
間
に
つ
い
て
は
、
申
請
書
を

提
出
し
た
日
か
ら
２
年
１
か
月

前
の
月
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◇
学
生
納
付
特
例
申
請
書
の
送

付　
令
和
４
年
度
に
お
い
て
学
生

納
付
特
例
制
度
に
よ
り
保
険
料

納
付
を
猶
予
さ
れ
て
い
る
方

で
、
引
き
続
き
令
和
５
年
度
も

在
学
予
定
の
方
に
「
国
民
年
金

保
険
料
学
生
納
付
特
例
申
請

書
」
を
日
本
年
金
機
構
か
ら
お

送
り
し
て
い
ま
す
。

　
申
請
書
は
ハ
ガ
キ
形
式
に

な
っ
て
お
り
、
必
要
事
項
を
記

入
し
て
ポ
ス
ト
に
投
函
す
る
こ

と
で
、
令
和
５
年
度
の
学
生
納

付
特
例
を
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
在
学
証

明
書
ま
た
は
学
生
証
の
写
し
を

添
付
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
在
学
し
て
い
る

学
校
な
ど
に
変
更
が
あ
る
方

は
、
こ
の
ハ
ガ
キ
で
申
請
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
青

梅
年
金
事
務
所
ま
た
は
役
場
住

民
課
に
在
学
証
明
書
な
ど
を
添

付
し
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
年
金

事
務
所
　
　
☎
30
‐
３
４
１
０

住
民
課
　
　
☎
83-

２
１
８
２

母
子
健
診
日
程
表

６月９日（金）　保健福祉センター

　13:00 ～ 13:10 受付

　３・４か月児健診
　　…令和５年１・２月生まれ

６月１４日（水）　保健福祉センター

　13:00 ～ 13:20 受付

　１・２・４・５歳児歯科健診

…平成 30・令和元・３・４年５月生まれ

　13:20 ～ 13:40 受付

　乳幼児歯科相談

（お約束表もしくは電話予約した方）
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